
食品群
基準値案
(ppm)

国民平均
TMDI

国民平均
EDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

高齢者
(65歳以上）

EDI

暴露評価に
用いた数値
（ppm)

りんご 2 0.62 70.6 21.7 72.4 22.3 60.0 18.5 71.2 21.9
日本なし 2 0.45 10.2 2.3 8.8 2.0 10.6 2.4 10.2 2.3
西洋なし 2 ● 2 0.20 0.2 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2

もも 0.2 0.03 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0
ネクタリン 1 0.47 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
アンズ（アプリコットを含む。） 5 ● 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
すもも（プルーンを含む。） 0.7 0.17 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.2 0.1 0.0
うめ 5 1.5 5.5 1.7 1.5 0.5 7.0 2.1 8.0 2.4
おうとう（チェリーを含む。） 5 2.65 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3

いちご 2.0 0.78 0.6 0.2 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1

その他の果実 0.45 ● 0.45 1.8 1.8 2.7 2.7 0.6 0.6 0.8 0.8

綿実 0.5 0.14 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

茶 30 5.19 90.0 15.6 42.0 7.3 105.0 18.2 129.0 22.3

その他のスパイス 10 ● 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
その他のハーブ 10 4.87 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

陸棲哺乳類の肉類 0.2 ● 0.2 11.5 11.5 6.6 6.6 12.1 12.1 11.5 11.5
陸棲哺乳類の乳類 0.01 ● 0.01 1.4 1.4 2.0 2.0 1.8 1.8 1.4 1.4

計 886.8 445.2 519.4 265.0 800.9 364.3 952.6 486.7
ADI比（％） 75.6 38.0 149.4 76.2 65.5 29.8 79.9 40.8

EDI：推定1日摂取量（Estimated Daily Intake）

●：個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値（案）の数値を用いた。
高齢者については、畜産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。
TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
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答申（案）

スピロメシフェン

残留基準値
食品名

ppm

トマト 3

ピーマン 3

なす 2

すいか 0.3

もも 0.2

ネクタリン 1

あんず（アプリコットを含む。） 5

すもも(プルーンを含む。） 0.7

うめ 5

牛の筋肉 0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物注１）の筋肉 0.02

牛の脂肪 0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1

牛の肝臓 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.2
牛の腎臓 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.2

牛の食用部分注２） 0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.2

※今回基準値を設定するスピロメシフェンと
は、スピロメシフェン及び代謝物M1〔4-ヒドロ
キシ-3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-1-オキサ
スピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン〕をスピロメシ
フェン含量に換算したものの和をいう。

注１）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」と
は、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び
豚以外のものをいう。

注２）「食用部分」とは、食用に供される部分
のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部
分をいう。


